補装具費支給意見書（補聴器用）の作成
2022.01　広島県立身体障害者更生相談所
１　支給の対象者
（１）身体障害者　　聴覚障害で身体障害者手帳を所持している方
（２）難病患者等　　障害者総合支援法の対象となる難病等で難聴の方
（身体障害の基準と同等の障害を有している方）
２　申請の流れ
（１）申請の窓口　　各市町において相談や申請を受付
（２）支給意見書　　医療機関（身体障害者福祉法第15条指定医師）が作成
（３）補装具判定　　身体障害者更生相談所で判定（修理等は判定不要です）
（４）支給の決定　　各市町で決定、支給
３　原則的な取り扱い
（１）支給の個数　　１８歳以上の方は、１人１個（良聴耳への片側装着）
（２）耐用年数等　　５年（通常の装着状態で、修理不能となるまでの想定年数）
４　作成時の留意点

（１）作成記入者　　身体障害者福祉法第15条の指定医

（２）記入もれ等　　※ 印以外は、全て記入してください。（※ 印は該当しない場合があります）
記入もれ等があれば、返送して15条指定医に追記等をしていただく必要があり、
判定が遅れて、申請者が補聴器を入手するまでに時間を要することになります。
	主な項目
	留　意　点

	障害名
	補聴器の申請に係る「障害名」を記入してください。

	原因となった傷病名
	障害の原因となった傷病名、発生年月日、障害者総合支援法施行令に定める
特殊の疾病（難病等）に該当するか、記入してください。

	障害や疾病等の状況
	障害等の主な概要、現在の状況（裸耳での会話状況など）、補聴器を必要と
認める理由を記入してください。

	障害の状況・所見
	障害の種類
	難聴の種類が右耳･左耳で異なる場合は、それぞれ記入してください。

	
	鼓膜、外耳等
	鼓膜等に所見がある場合は、その内容を図示・記入してください。

	
	聴力検査
	平均聴力レベル（4分法）
	500Hz  +（1000Hz × 2）+ 2000Hz
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	※ 検査の回数
	できれば、聴力検査を2回実施してください。（同日実施可）
グラフには、「聴力の良い方のデータ」を記入してください。

	
	※ 装用閾値
	検査することが可能であれば、実施してデータを記入してください。

	
	※ 最高語音明瞭度
	身障手帳を「語音明瞭度」で取得している場合は、必ず実施してください。

	補聴器
	装着耳
	原則、「聴力が比較的良い方」の耳に装着します。
それ以外の場合は、理由を具体的に記入してください。

	
	種類
	原則、「高度難聴用」または「重度難聴用」から選択してください。
（耳かけ型とポケット型は、本人の状況に応じて選択してください）

それ以外の場合は、理由を具体的に記入してください。

	
	※ 付属品
	イヤモールド等が必要な場合には、処方理由を記入してください。

	補聴器の装着効果
	補聴器を装着することで得られる効果の見込みを記入してください。

	記入・作成日
	申請月日は、身体障害者手帳（聴覚障害）の交付後になります。


※ ご不明な点がありましたら、広島県立身体障害者更生相談所にお問い合わせください。
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